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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年３月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成２３年１２月１日 ２０時１１分ごろ 

発生場所 秋田県秋田市秋田船川港秋田区南防波堤  

 秋田市所在の秋田旧南防波堤灯台から真方位３０４°１.１海里付近 

 （概位 北緯３９°４６.２′ 東経１４０°０１.１′） 

事故調査の経過  平成２３年１２月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 POLARIS
ポ ラ リ ス

 MELODY
メ ロ デ ィ

（パナマ共和国籍）、２２,３５８トン 

９４５５３８７（ＩＭＯ番号）、GRAVE LINE SA. 

１７９.９０ｍ×２８.４０ｍ×１５.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、６,４８５kＷ、２０１０年８月１６日 

 乗組員等に関する情報  船長（大韓民国籍） 男性 ６３歳 

  海技免許 不詳 

水先人Ａ 男性 ６８歳 

  秋田船川水先区１級水先人水先免状 

   免 許 年 月 日 平成９年１２月１８日 

   有効期間満了日 平成２６年１２月１７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部外板に亀裂 

防波堤 上部に圧壊（長さ約６ｍ） 

 事故の経過  本船は、船長ほか１９人（大韓民国籍３人、フィリピン共和国籍１

６人）が乗り組み、平成２３年１２月１日１９時２５分水先人Ａ及び

水先人Ｂが乗船し、左舷船首、左舷船尾にタグボートを各１隻取り、

船首約８.８ｍ、船尾約９.６ｍの喫水をもって、１９時５０分秋田船

川港秋田区外港１号岸壁を離岸して香川県直島港に向かった。 

水先人Ａは、水先人Ｂを補佐に就け、タグボートを放し、タグボー

ト１隻が港内の基地に向かい、他の１隻が水先人の下船のために本船

の右舷方を伴走した。 

水先人Ａは、２０時０２分から０５分まで速力を上げながら港口に

向かい、２０時０５分ごろ２９５°（真方位、以下同じ。）の針路、

速力約６.３ノット（kn）（対地速力、以下同じ。）で北防波堤突端手
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前に差し掛かり、針路３００°を指示し、予定針路３１５°に向けて

徐々に変針することとした。 

本船は、少しずつ右転し、針路が３１０°になったところ、舵角指

示器が左舵一杯を示して操舵機が作動しなくなり、南防波堤に向かっ

て左回頭を始めた。 

水先人Ａは、舵角指示器が左舵一杯を示しているのを見て右舵一杯

を指示したが、三等航海士から舵が効かない旨の報告を受け、直ちに

ノンフォローアップ操舵による緊急操舵を試みたものの操舵できず、

機関停止、全速力後進を指示したが、本船は、左回頭を続け、２０時

１１分ごろ約２knの速力で船首部が南防波堤北西部に衝突した。 

 本船は、水先人Ａが基地に向かっていたタグボートを戻らせ、２隻

のタグボートにより水路中央に移動した。 

水先人Ａは、船長から操舵機が復旧した旨の報告及び港外まで本船

を移動させる依頼を受け、港外の錨地まで水先を行い、水先人Ｂと共

に錨地で下船した。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ４、視界 良好 

海象：潮汐 高潮時 

 その他の事項 

 

乗組員は、操舵系統の点検などを何も行わないでいるうち、操舵機

が操舵可能になったものの、どこに不具合が生じたか分からなかっ

た。 

船橋には、水先人Ａ、水先人Ｂ、船長、三等航海士及び操舵手がい

た。 

操舵系統は、操舵室の操舵機から舵機室の追従装置までが日本の製

造会社（以下「Ａ社」という。）、舵機室の追従装置のシングルボック

ス、舵取機及び舵が大韓民国の製造会社（以下「Ｂ社」という。）の

製品により構成されていた。 

Ａ社が訪船して操舵系統を調査した結果は、次のとおりであった。 

本船は、操舵機の No２システムを使用していた。 

自動操舵の信号端子のネジ締め状態及びコネクタ等に問題がないこ

とを確認した。 

No１システム及び No２システムの追従装置で電気信号を点検し、電

磁弁駆動信号が正常であることを確認した。 

自動操舵、手動操舵、ノンフォローアップ操舵について正常に操舵

が行えること、また、シングルボックスの電磁弁駆動信号に問題がな

いことを確認した。 

Ａ社製造の操舵系統の製品は、不具合発生に関連している可能性が

なかった。 

Ａ社は、Ｂ社製シングルボックス内の圧着端子の圧着状態を点検す

ることを推奨した。 
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分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 本船は、秋田船川港秋田区を港口に向けて西北西進し、南防波堤と

北防波堤突端との間に差し掛かり、水先人Ａが予定針路に向けて右転

中、操舵機が左舵一杯を取った状態で作動しなくなったことから、左

回頭して南防波堤に衝突したものと考えられる。 

 操舵機が、左舵一杯を取った状態で作動しなくなった要因を明らか

にすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船が、秋田船川港秋田区を港口に向けて西北西

進し、南防波堤と北防波堤突端との間に差し掛かり、水先人Ａが予定

針路に向けて右転中、操舵機が左舵一杯を取った状態で作動しなくな

ったため、左回頭して南防波堤に衝突したことにより発生したものと

考えられる。 

参考 水先人Ａは、本事故後、タグラインを取ってタグボートと共に出航

することにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・乗組員は、緊急時の操舵方法を訓練しておくこと。 
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